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西条市人事行政の運営等の状況について  

 

 

 地 方 公 務 員 法 第 ５ ８ 条 の ２ 及 び 西 条 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す

る 条 例 に 基 づ き 、西 条 市 の 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 概 要 に つ い て 、公 表 し ま す 。 

 な お 、 ご 不 明 な 点 や ご 質 問 等 が あ り ま し た ら 、 次 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い  

◆ 西 条 市 総 務 部 職 員 課（ ℡  0897（ 56） 5151 内 線 2142・ 2143・ 2144・ 2146） 

 

第１  職員の任免に関する状況  

１  職 員 の 任 免 状 況                 （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  採  用  

退    職  

定  年  
自 己 都 合 ・ 勧 奨

そ の 他  

一 般 行 政 職 ２ ２  ２ ９  １ ９  

技 能 労 務 職   １  

計  ２ ２  ２ ９  ２ ０  

（ 注 ） 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 人 数  

 

２  採 用 試 験 の 実 施 状 況 （ 平 成 ２ ２ 年 度 ）  

種   類  試 験 区 分  内   容  

西 条 市 職 員

採 用 試 験  

一 般 事 務 （ 上 級 ）  〈 １ 次 試 験 〉  

教 養 試 験 、専 門 試 験（ 上 級 の み ）、 

適 性 検 査 (消 防 の み ) 

書 類 審 査 （ ス ペ シ ャ リ ス ト の み ）  

〈 ２ 次 試 験 〉  

作 文 、 個 別 面 接 、  

体力試験(消防のみ) 

集団討論（スペシャリスト以外） 

 適性検査（消防以外） 

〈３次試験〉 

 プレゼンテーション試験（スペシャリ

ストのみ） 

土 木 技 術 （ 上 級 ）  

消 防 （ 上 級 ）  

消 防 （ 初 級 ）  

ス ペ シ ャ リ ス ト 職  
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第２  職員の給与及び職員数の状況  

１  総括  

（１）人件費の状況（平成２２年度普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（ H23年 3月 31日） 

歳  出  額  

          Ａ  

実質収支  人  件  費  

         Ｂ  

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

22年度  114,400人  41,974,526千円  2,076,936千円  8,273,937千円  19.7％  

（注）人件費には、市長などの特別職に支給される給料、報酬などを含みます。  

 

（ ２ ） 職員給与費の状況（平成２２年度普通会計決算） 

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計  Ｂ  

22年度  923人  3,305,923千円  445,344千円  1,175,607千円  4,926,874千円  5,338千円  

（注）１  職員手当には退職手当は含まれていません。  

    ２  職員数は平成２２年４月１日の人数です。  

 

 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月 1 日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示

す指数です。  

ただし、国と各自治体の職員の学歴・経験年数別の構成比率の状況の違い等によって、影響がで

てくることもあります。  

 

（参考）  

類似団体平均  

一人当たり給与費  

6,076 千円  
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２  一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）  

（単位：円） 

 １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  ８級  

１号給の  

給料月額  
135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 413,000 

最高号給の  

給料月額  
243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600 458,400 480,500 

 

 

３  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

（平成２３年４月１日現在）  

 

ア  一般行政職                                                                            

 
区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

平均給与月額

(国ベース ) 

  西条市  44.3歳  328,691円 378,283円 346,737円 

愛媛県  45.0歳  359,447円 454,547円 ―  

国  42.3歳  327,205円 ―  397,723円 

 類似団体  43.6歳  334,893円 407,082円 367,964円 

  

 

イ  技能労務職                                                                            

区分  

公    務    員 民   間 参考  

平均  

年齢  
職員数  

平均給料  

月額  

平均給与  

月額  

（Ａ）  

平均給与月額

（国ベース）  

対応する

民間の類

似職種  

平均年

齢  

平均給与月

額  

（Ｂ）  

Ａ /Ｂ  

西条市  47.9歳  77人  260,516円 271,596円 267,659円 ―  ―  ―  ―  

 

うち  

学 校 給 食

調理員  

48.7歳  56人  264,412円 274,258円 271,367円 調理士  45.8歳  223,000円 1.23 

 
うち  

庁務員  
45.1歳  10人  256,630円 269,171円 264,680円 用務員  53.8歳  209,700円 1.28 

 
うち  

その他  
46.7歳  11人  244,218円 260,245円 251,491円 ―  ―  ―  ―  

愛媛県  48.3歳  ―  343,723円 388,163円 ―  ―  ―  ―  ―  

国  49.5歳  
3,689

人  
283,862円 ―  321,662円 ―  ―  ―  ―  

類似団体  48.6歳  75人  321,628円 359,578円 340,592円     
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区  分  

年収ベース（試算値）の比較  

公務員  

（ C）  

民  間  

（ D）  
Ｃ /Ｄ  

西条市  －  －  －  

 

うち  

学 校 給 食

調理員  

4,336,236円 3,180,800円 1.36 

 
うち  

庁務員  
4,241,763円 2,943,200円 1.44 

 
うち  

その他  
－  －  －  

 

  ※民間データは、賃金構造基本統計調査で公表されているデータを使用（平成 20 年度～ 22 年度の

３ヵ年平均）  

  ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業種内容、雇用形態等の点において完

全に一致しているものではありません。  

  ※年収ベースの「公務員（ C）」及び「民間（ D）」のデータは、それぞれの平均給与額を 12 倍した

ものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給され

た年間賞与の額を加えた試算値  

（注） 1 「平均給料月額」とは、平成２３年４月現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。  

（注）2 「平均給与月額」とは、平成２３年４月に支給された給料のほか、各種手当（扶養手当、通勤

手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当など）を含めた額であり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平

均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれないことから、比較のため国家公

務員と同じベースで再計算したものです。  

 

 

（ ２ ） 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）                                         

 区     分 西条市  愛媛県  国  

 
一般行政職  

大  学  卒  172,200円 172,940円 172,200円 

高  校  卒  140,100円 140,702円 140,100円 

 技能労務職 129,200円 ―  ―   

 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）  

区     分 経験年数 12年 経験年数 15年 経験年数 21年 

一般行政職  
大  学  卒  274,678円 297,181円 345,943円 

高  校  卒  234,640円 264,100円 316,378円 

技能労務職  215,633円  238,933円 269,633円 

（ 注 ） 経 験 年 数 と は 、 卒 業 後 直 ち に 採 用 さ れ 引 き 続 き 勤 務 し て い る 場 合 は 、 採 用 後 の 年 数

を い い ま す 。  
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４  一般行政職の級別職員数等の状況  

（ １ ） 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  

１級   主事  技師 39人  6.3％  

２級   主任  85人  13.7％  

３級   係長  主査 255人  41.2％  

４級   専門員 93人  15.0％  

５級   副課長 56人  9.0％  

６級   課長  主幹  52人  8.4％  

７級   副部長 21人  3.4％  

８級   部長  18人   3.0％  

合     計 619人  100.0％ 

（ 注 ） １  西 条 市 の 給 与 条 例 に 基 づ く 給 料 表 の 級 区 分 に よ る 職 員 数 で す 。  

   ２  標 準 的 な 職 務 内 容 と は 、 そ れ ぞ れ の 級 に 該 当 す る 代 表 的 な 職 名 で す 。  

   ３  平 成 １ ８ 年 に ９ 級 制 か ら ８ 級 制 に 変 更 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）昇給勤務成績の反映状況  

   地 方 公 務 員 法 第 ４ ０ 条 に 基 づ き 、毎 年 １ 月 １ 日 を 評 定 日 と し て 全 職 員 に 対

し て 勤 務 評 定 を 実 施 し て い ま す 。  

１級, 5.40%

２級, 13.70% ２級, 14.30% ２級, 11.20%

３級, 41.20% ３級, 41.00%

３級, 33.00%

４級, 15.00% ４級, 15.90%

４級, 22.60%

５級, 9.00% ５級, 9.70%
５級, 9.90%

６級, 8.40% ６級, 8.00% ６級, 10.90%

７級, 3.40% ７級, 3.10% ７級, 2.90%

１級, 7.00%１級, 6.30%

８級, 2.50%８級, 2.60%８級, 3.00%
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５ 職員の手当の状況 

（ １ ） 期末手当・勤勉手当 

  

 

 

  

 

 

  

西   条   市 愛   媛   県 国  

１人当たり平均支給額 

（平成 22年度） 

1,340千円 

１人当たり平均支給額  

（平成 22年度） 

1,566千円 

―  

（平成 22年度支給割合）     
 期末手当       勤勉手当  
  2.6 月分      1.35 月分  

（平成 22年度支給割合）     
 期末手当       勤勉手当  
  2.6 月分      1.35 月分  

（平成 22年度支給割合）     
 期末手当       勤勉手当  
  2.6 月分      1.35 月分  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 退職手当（平成２３年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西   条   市  国  

（支給率）        自己都合    勧奨・定年 

勤 続 2 0 年           23.50月分     30.55月分 

勤 続 2 5 年           33.50月分     41.34月分 

勤 続 3 5 年           47.50月分     59.28月分 

最 高 限 度 額    59.28月分     59.28月分 

その他の加算措置 

※退職手当調整額 

  職務の等級の区分に応じた調整月額を定

め、在職期間のうち、その月額の高いほ

うから６０月分の合計額を加算 

 ※定年前早期退職特別措置  

（ 2％ ～ 2 0％ 加 算 ）  

   1人当たり平均支給額   2 ,4 40万 円  

（支給率）        自己都合    勧奨・定年 

勤 続 2 0 年           23.50月分     30.55月分 

勤 続 2 5 年           33.50月分     41.34月分 

勤 続 3 5 年           47.50月分     59.28月分 

最 高 限 度 額    59.28月分     59.28月分

 その他の加算措置     

 ※退職手当調整額 

  職務の等級の区分に応じた調整月額を定

め、在職期間のうち、その月額の高いほ

うから６０月分の合計額を加算 

 ※定年前早期退職特別措置         

             （ 2％ ～ 2 0％ 加 算 ）  

   1人当たり平均支給額   ― 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２２年度に退職した全職種に係る職員に支給された平

均額です。  
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（３）特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在）  

支給実績（平成 22年度決算）   18,444千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）           62,102円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 22年度） 29.2％  

手当の種類（手当数） 13 

手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員 支 給 単 価 

感染症防疫手当  

感染症患者又は感染症の病原体の付着した物件若しく

は付着の危険がある物件の搬送、消毒その他処理作業

に従事した職員  

１回      960円 

救急手当 (死亡人処理 ) 死体処理作業に従事した職員   １体    9,600円 

〃  (行旅病人救護 ) 行旅病人の救護作業に従事した職員   １人    1,700円 

〃  (傷病者 ) 
救急車をもってする傷病者の救急作業に従事した

職員  
 １人      320円 

滞 納 処 分 手 当 ( 動 産 差

押 ) 

市税その他課徴金の滞納処分による動産又は有価

証券の差押事務に従事した職員  
 １件      510円 

〃  (その他の物件差押 ) 
市税その他課徴金の滞納処分による動産又は有価

証券以外の差押事務に従事した職員  
 １件      390円 

〃  (物件引揚 ) 
差し押えた動産又は有価証券の引揚作業に従事し

た職員  
 １件      840円 

税務手当 (市税徴収 ) 
外出勤務して市税の徴収事務に従事することを常

態とした職員  
 月額    8,000円 

〃 (市税賦課調査事務 ) 
市税の賦課調査事務に従事することを常態とした

職員  
 月額    4,200円 

〃 (市税管理 ) 市税の管理業務に従事することを常態とした職員   月額    2,000円 

社会福祉業務手当  

生活保護法 (昭和 25 年法律第 144 号 )に基づく事務

に従事することを常態とした社会福祉主事又は査

察指導員  

 月額    7,200円 

現場監督手当  
屋外で作業現場の監督をすることを常態とした職

員  
 １日      180円 

犬猫等処理手当  
犬・猫等の死体処理又は捕獲した野犬の処理作業

に従事した職員  
 １件      910円 

消防職員手当  消防業務に従事することを常態とした職員  月額    4,100円 

潜水作業手当  潜水作業に従事した職員  １日      460円 

高所危険手当  

高所で行う消火作業等又は地上 10 メートル以上の

高所における不安定な箇所で検査等の業務に従事

した職員  

１件      390円 

用地買収交渉手当  
用地買収の交渉業務に従事することを常態とした

職員  
１日      300円 

有害物取扱手当  
化学分析センターに勤務し、有害な物質の分析業

務に従事することを常態とした職員  
 月額    6,000円 

清掃作業手当  

ひうちクリーンセンター又は道前クリーンセンターに

勤務し、場内の清掃作業に従事することを常態とした

職員  

 １日     300円 
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 ○支給職員数、支給額の多い手当：消防職員手当、救急手当、税務手当、社会福祉業務手当  

 

（４）時間外勤務手当  

支給実績（平成 22年度決算）           154,395千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）               205千円  

 

（５）その他の手当（平成２３年４月１日現在）  

主な手当名  内  容  及  び  支  給  月  額  国の制度との異同及び異なる内容  

扶養手当  

配偶者                          13,000 円  

親族（子等）  

 1 人目（配偶者が扶養親族）     6,500 円  

〃  （配偶者が扶養親族でない）6,500 円  

〃  （配偶者がない）      11,000 円  

２人目以降            6,500 円  

 満 15 歳に達する日後の最初の年度初めか

ら、満 22 歳に達する日以降の最初の年度

末までの子１人につき 5,000 円加算  

 同  

住居手当  

月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員

に対し、負担している家賃の額に応じた額を支

給  

借 家 居 住 者  支 給 限 度 額  27,000 円 (家 賃

55,000 円以上 ) 

同  

通勤手当  

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者）  

負担している支給単位期間（最長６か月間）

の通勤に要する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）       55,000 円  

交通用具使用者（自動車、バイク等使用者） 

通勤距離（片道）により支給  

  2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,000 円  

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,100 円  

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    6,500 円  

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満    8,900 円  

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   11,300 円  

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   13,700 円  

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   16,100 円  

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   18,500 円  

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   20,900 円  

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   21,800 円  

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   22,700 円  

55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満    23,600 円  

  60 ㎞以上                   24,500 円 

 

 同  
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６  特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）  

 区     分  
給料月額又は報酬月額  

期  末  手  当  
 類似団体の最高 /最低額  

市    長 

副  市  長 

913,000 円 

721,000 円 

1,008,000 円  / 630,000 円  

  840,000 円  / 582,400 円  

（平成 22 年度） 

2.95 月分 

2.95 月分 

○役職者加算  15% 

議    長 

副  議  長 

議    員 

456,000 円 

393,000 円 

366,000 円 

623,000 円  / 431,000 円  

  538,000 円  / 369,000 円  

490,000 円  / 339,000 円  

（平成 22 年度） 

2.95 月分 

2.95 月分 

2.95 月分 

○役職者加算  15% 

退  

職  

手  

当  

 

市    長 

副  市  長 

 

≪算定方式、支給時期及び１期の手当額≫ 

913,000 円×在職年数×550／ 100  （任期毎） 20,086,000 円 

721,000 円×在職年数×400／ 100  （任期毎） 11,536,000 円 

 

 （注）１期の手当額は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 (４年 )勤めた場合における

退職手当の見込額です。  

 

７  職員数の状況  

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）        （人） 
          区  分  
 
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

主 な 増 減 理 由            
平成 22年  平成 23年  

 
普  
 

通  
 

会  
 

計  

 

部  

 
門  
 

一  
般  
行  
政  
部  
門  
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
労 働  
農 水  
商 工  
土 木  

  9  
1 7 2  
 5 0  
1 7 2  
 6 4  
  1  
 6 4  
 3 0  
 8 3  

  9  
2 0 1  
 4 9  
1 3 4  
 6 8  
  1  
 6 6  
 2 8  
 8 3  

0  
2 9  

▲ 1  
▲ 3 8  

4  
0  
2  

▲ 2  
0  

 

 
 
 
 

福祉施設の民間移譲、業務体制の強化等

による  

 
 
 

計  6 4 5  6 3 9  ▲ 6  
＜参考＞  
人口 1万人当たり職員数 55.86人 

（類似団体人口 1万人当たり職員数 52.49人） 

教育部門  1 4 6  1 4 6  0   
退 職 不 補 充 等 に よ る  

消防部門  1 3 5  1 3 4  ▲ 1      

小    計  9 2 6  9 1 9   ▲ 7   
＜参考＞  
人口 1万人当たり職員数 80.33人 

（類似団体人口 1万人当たり職員数 72.49人） 

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

病 院  
水 道  
下 水 道  
そ の 他  

  3  
 2 0  
 2 6  
 5 9  

 0  
 1 9  
 2 6  

   4 6  

▲ 3  
 ▲ 1  

0  
▲ 13      

 

福祉施設の民間移譲、退職不補充等によ
る  

小    計  1 0 8   9 1   ▲ 1 7   

合   計  
 
1 , 0 3 4  
[ 1 , 1 4 5 ]   

 
1 , 0 1 0  
[ 1 , 1 4 5 ]   

 
▲ 2 4  
[  0  

 
 
]  

 
＜参考＞  

人口1万人当たり職員数 88.29人 

（注） １  職員数は、一般職に属する職員数 (教育長１人を含む )です。地方公務員の身分を保有する休

職者と派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除いています。  

    ２  [  ]内は、条例定数の合計です。  



- 10 - 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2
0
歳
～
未
満

2
0
歳
～

2
3
歳

2
4
歳
～

2
7
歳

2
8
歳
～

3
1
歳

3
2
歳
～

3
5
歳

3
6
歳
～

3
9
歳

4
0
歳
～

4
3
歳

4
4
歳
～

4
7
歳

4
8
歳
～

5
1
歳

5
2
歳
～

5
5
歳

5
6
歳
～

5
9
歳

6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

（２）年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在）  

 

区 分 

20歳  

 

未満 

20歳  

～  

23歳 

24歳  

～  

27歳 

28歳  

～  

31歳 

32歳  

～  

35歳 

36歳  

～  

39歳 

40歳  

～  

43歳 

44歳  

～  

47歳 

48歳  

～  

51歳 

52歳  

～  

55歳 

56歳  

～  

59歳 

60歳  

 

以上 

 

計 

職員数 
(人) 

2 17 41 70 130 141 104 104 111 152 137 1 1,010 

割 合 
（％） 

0.2 1.7 4.0 6.9 12.9 14.0 10.3 10.3 11.0 15.0 13.6 0.1 100.0         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員数の推移 

（単位：人・％）  

   
18 年  19 年  20 年  21 年  22 年  23 年  

過去 5 年間の  

増減数（率）  

一般行政  673 652 633 615 645 639 ▲ 34 （▲ 5.1％）  

教育  162 160 155 150 146 146 ▲ 16 （▲ 9.9％）  

消防  134 136 135 135 135 134 0   （ 0.0％）  

普通会計  969 948 923 900 926 919 ▲ 50 （▲ 5.2％）  

公営企業会計等  380 313 291 278 108 91 ▲ 289（▲ 76.1％） 

総合計  1,349 1,261 1,214 1,178 1,034 1,010 ▲ 339（▲ 25.1％） 

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数  

％  

年度  

部門別  
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８  公営企業職員の状況  

（１）水道事業  

  ア 職員給与費の状況  

①決算 

区分 
総  費  用  

         Ａ 

純損益又は  

実質収支 

職員給与費  

         Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率    

Ｂ／Ａ  

 (参考 )21年度の

総費用に占める

職員給与費比率 

22年度 777,992千円 11,288千円  81,476千円  10.5％  11.9％  

 

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計   Ｂ  

22年度  15人  54,489千円  7,907千円  19,080千円  81,476千円  5,432千円  

（注）１  職員手当には退職手当は含まれていません。  

    ２  職員数は、平成２２年４月１日現在の人数です。  

 

 

 

 

イ  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２３年４月１日現在） 

  区  分  平 均 年 齢      基本給  平均月収額  

西条市水道事業  42.0歳  331,442円 364,529円 

（ 注 ） １  基本給は、職員の給料、扶養手当の合算額の平均です。  

２  平 均 月 収 額 は 職 員 の 基 本 給 と 毎 月 支 払 わ れ る 各 種 手 当 （ 扶 養 手 当 、 通 勤 手 当 、  

住 居 手 当 、 管 理 職 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 ） を 含 め た も の の 平 均 で す 。  

 

ウ 職員の手当の状況  

①期末手当・勤勉手当  

西  条  市  水  道  事  業 西条市（企業職員除く） 

１人当たり平均支給額（平成 22年度）  

1,272千円 

１人当たり平均支給額（平成 22年度）  

1,340千円 

（平成 22年度支給割合）  
        期末手当     勤勉手当 
         2 . 6月分      1 . 3 5月分 

（平成 22年度支給割合）  
 

左に同じ  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 

（加算措置の状況） 

左に同じ 

 

 

（参考）  

市町村平均  

一人当たり給与費  

6,443 千円  
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②退職手当（平成２３年４月１日現在） 

西  条  市  水  道  事  業 西条市（企業職員除く） 

（支給率）        自己都合    勧奨・定年 

勤 続 2 0 年           23.50月分     30.55月分 

勤 続 2 5 年           33.50月分     41.34月分 

勤 続 3 5 年           47.50月分     59.28月分 

最 高 限 度 額    59.28月分     59.28月分 

その他の加算措置 

※退職手当調整額 

 職務の等級の区分に応じた調整月額を定 

め、在職期間のうち、その月額の高いほ 

うから６０月分の合計額を加算 

 ※定年前早期退職特別措置  

（ 2％ ～ 2 0％ 加 算 ）     

1人当たり平均支給額（平成 22年度） 
  支給なし  

（支給率） 

 

 

左 に 同 じ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1人当たり平均支給額（平成 22年度） 
  2 , 4 40万 円  

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額

です。  

 

③特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

支給実績（平成 22年度決算） 37千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）             12,480円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 22年度） 20.0％  

手当の種類（手当数） 1 

手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員 支 給 単 価 

現場監督手当  
屋外で作業現場の監督をすることを常態と

した職員  
  １日      180円 

 

④時間外勤務手当 

支給実績（平成 22年度決算）  1,139千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）  76千円  

  

⑤その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

主な手当名  内  容  及  び  支  給  月  額  一般行政職との異同及び異なる内容  

扶養手当  

配偶者                           13,000 円  

親族（子等）  

1 人目（配偶者が扶養親族）       6,500 円  

〃  （配偶者が扶養親族でない） 6,500 円  

〃  （配偶者がない）       11,000 円  

２人目以降             6,500 円  

満 15 歳に達する日後の最初の年度初めか

ら、満 22 歳に達する日以降の最初の年度末

までの子１人につき 5,000 円加算  

 同  
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住居手当  

月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員

に対し、負担している家賃の額に応じた額を支給  

借家居住者  支給限度額  27,000 円  

持家居住者  3,500 円  

同  

通勤手当  

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者）  

負担している支給単位期間（最長６か月間）

の通勤に要する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）       55,000 円  

交通用具使用者（自動車、バイク等使用者）  

通勤距離（片道）により支給  

  2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,000 円  

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,100 円  

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    6,500 円  

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満    8,900 円  

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   11,300 円  

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   13,700 円  

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   16,100 円  

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   18,500 円  

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   20,900 円  

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   21,800 円  

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   22,700 円  

55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満    23,600 円  

  60 ㎞以上                   24,500 円 

 

 同  
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（２）病院事業  

  ア 職員給与費の状況  

①決算 

区分 
総  費  用  

         Ａ 

純損益又は  

実質収支 

職員給与費  

         Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率    

Ｂ／Ａ  

 (参考 )21年度の

総費用に占める

職員給与費比率  

22年度 470,298千円 △ 337,418千円 20,122千円  4.3％  28.5％  

 

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計   Ｂ  

22年度    3人  12,959千円  2,346千円  4,817千円  20,122千円  6,707千円  

（注）１  職員手当には退職手当は含まれていません。  

    ２  職員数は、平成２２年４月１日現在の人数です。  

 

 

 

 

  イ 職員の手当の状況  

①期末手当・勤勉手当  

西条市病院事業 西条市（企業職員除く） 

１人当たり平均支給額（平成 22年度）  

1,606千円 

１人当たり平均支給額（平成 22年度）  

1,340千円 

（平成 22年度支給割合）  
        期末手当     勤勉手当 
         2 . 6月分      1 . 3 5月分 

（平成 22年度支給割合）  
 

左に同じ  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 

（加算措置の状況） 

左に同じ 

 

 

 

 

②退職手当（平成２３年４月１日現在） 

西条市病院事業 西条市（企業職員除く） 

水道事業における内容に同じ  

1人当たり平均支給額（平成 22年度）  

  支 給 な し  

左に同じ 

1人当たり平均支給額（平成 22年度） 

  2 , 4 40万 円  

 

 

③時間外勤務手当                                                           

 支給実績（平成 22年度決算）  14千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）  5千円  

 

 

（参考）  

市町村平均  

一人当たり給与費  

6,175 千円  
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④その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

主な手当名  内  容  及  び  支  給  月  額  一般行政職との異同及び異なる内容  

扶養手当  水 道 事 業 に お け る 記 載 内 容 と 同 じ  同  

住居手当  水 道 事 業 に お け る 記 載 内 容 と 同 じ  同  

通勤手当  水 道 事 業 に お け る 記 載 内 容 と 同 じ  同  

 

 

第３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

１  勤 務 時 間 等  

１ 週 間 の  １ 日 の  

勤 務 時 間  
始 業  終 業  休 憩 時 間  休 息 時 間  週 休 日  

勤 務 時 間  

４ ０ 時 間  ８ 時 間  8 時 3 0 分  1 7 時 1 5 分  ４ ５ 分  1 5 分 × 2 回  土 ・ 日 曜 日  

（ 注 ） 勤 務 課 所 に よ っ て は 、 始 業 、 終 業 、 週 休 日 等 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

 

２  休 暇  

種 類  休 暇 の 概 要 、 取 得 要 件 等  取 得 可 能 日 数 等  

有  

 

給  

 

休  

 

暇  

年 次 有 給 休 暇  一 の 年 ご と に お け る 休 暇  
1 年 に つ き 2 0 日（ 2 0 日 以 内 の 繰 越 が

あ り ま す 。 ）  

病 気 休 暇  
負 傷 又 は 疾 病 の た め 療 養

す る 必 要 が あ る 場 合  

・ 公 務 災 害 、 通 勤 災 害 の 場 合 は 必 要

と 認 め ら れ る 期 間  

・ 結 核 性 疾 患 に つ い て は 1 年 、 そ の  

他 の 負 傷 又 は 疾 病 に つ い て は 、 9 0  

日 を 超 え な い 範 囲 で 必 要 と 認 め ら  

れ る 期 間  

特 別 休 暇  

選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出  

産 、 交 通 機 関 の 事 故 そ の  

他 の 特 別 な 事 由 に よ り 、  

職 員 が 勤 務 し な い こ と が  

相 当 で あ る 場 合  

主 な 休 暇  

産 前 休 暇 、産 後 休 暇 、

忌 引 、 結 婚 休 暇 、 ボ

ラ ン テ ィ ア 休 暇 、 子

の 看 護 休 暇 な ど  

産 前 休 暇  

 8 週 間 以 内 に 出 産 す る 予 定 の 女 性  

 職 員 が 申 し 出 し た 場 合 に 出 産 の 日  

 ま で  

産 後 休 暇  

 出 産 の 日 の 翌 日 か ら 8 週 間  

忌 引  

 父 母 の 場 合 7 日 な ど  

結 婚 休 暇  

 連 続 す る 7 日 以 内  

子 の 看 護  

 5 日 以 内  

無  

給  

休  

暇  

介 護 休 暇  

負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ  

り 2 週 間 以 上 に わ た り 日  

常 生 活 を 営 む の に 支 障 が  

あ る も の の 介 護 を す る 場  

合  

一 の 継 続 す る 状 態 ご と に 、 連 続 す る  

6 月 の 期 間 内 に お い て 必 要 と 認 め ら

れ る 期 間  
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第４  職員の分限及び懲戒処分の状況  

１  分 限 処 分 （ 平 成 22 年 度 ）  

処  分  事  由  降 任  免 職  休 職  降 給  合 計  

勤 務 実 績 が 良 く な い 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

心 身 の 故 障 の 場 合  ―  ―  15 ―  15 

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

職 制 、定 数 の 改 廃 、予 算 の 減 少  

に よ り 廃 職 、過 員 を 生 じ た 場 合  
―  ―  ―  ―    0 

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場

合  
―  ―  ―  ―    0 

失 職 し た 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

合     計      0  0 15     0 15 

（ 注 ） １  地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 分 限 処 分 に 付 さ れ た 者 の 状 況 を 示 し て い ま す 。  

２  ２ 以 上 の 理 由 に よ り 分 限 処 分 に 付 さ れ た 場 合 は 、主 た る 処 分 事 由 に よ り 計 上 し

て い ま す 。  

 

２  懲 戒 処 分 （ 平 成 22 年 度 ）  

処  分  事  由  戒 告  減 給  停 職  免 職  合 計  

法 令 に 違 反 し た 場 合  5 ―  1 ―  6 

職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 又 は 職  

務 を 怠 っ た 場 合  
―  1 ―  ―  1 

全 体 の 奉 仕 者 た る に ふ さ わ し  

く な い 非 行 の あ っ た 場 合  
1 3 1 2 7 

合     計  6 4 2 2 14 

（ 注 ） １  地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 懲 戒 処 分 に 付 さ れ た 者 の 状 況 を 示 し て い ま す 。  

２  ２ 以 上 の 理 由 に よ り 懲 戒 処 分 に 付 さ れ た 場 合 は 、主 た る 処 分 事 由 に よ り 計 上 し

て い ま す 。  

 

 

 

第５  職員の服務の状況  

１  年 次 有 給 休 暇 の 取 得 状 況 （ 平 成 22 年 1 月 ～ 平 成 22 年 12 月 ）  

 平均取得日数 平均取得率 

全職員  ９．７日 ２５．０％ 

 

２  育 児 休 業 等 の 取 得 状 況 （ 平 成 22 年 4 月 ～ 平 成 23 年 3 月 ）  

（ １ ） 育 児 休 業 の 取 得 状 況  

区      分 男性  女性  

新 た に 取 得 し た 者  ０人  １３人  

前 年 度 か ら 引 き 続 き 取 得 し た 者  ０人  ２３人  
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（ ２ ） 介 護 休 暇 の 取 得 状 況  

 男性  女性  

介 護 休 暇 取 得 者  １人  ０人  

 

 

 

第６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

１  研 修 の 状 況 （平成 22 年度） 

自 主 研 修  自己啓発研修、通信教育  

職 場 研 修  部署別ＯＪＴ 

基 本 研 修  交通安全研修、人権・同和教育研修  ほか 

専 門 研 修  接遇研修、メンタルヘルス研修、法制執務研修、技術職員研修  ほか  

派 遣 研 修  自治大学校、市町村アカデミー、愛媛県研修所、四国経済産業局 ほか  

選 択 研 修  消費者問題  ほか 

 

２ 勤務成績の評定の状況 

 職員の勤務成績、勤務態度等を公正に評定することにより、個々の能力、適性等に応じ

た適職への配置及び昇任昇格を行うとともに、人材育成、能力開発等を図るべく人事評価

制度を導入するため検討を行っております。 

 

 

 

第７  職員の福祉及び利益の保護の状況  

１ 福利厚生制度に係る負担状況（平成 22 年度） 

共済組合への負担金 愛媛県市町村職員共済組合   1,380,284 千円   

〃      公立学校共済組合愛媛支部 84,811 千円   

愛媛県市町村職員互助会への負担金 7,483 千円   

西条市職員福利厚生会への補助金 2,745 千円   

 

 

２  公 務 災 害 等 の 状 況  

（ １ ） 公 務 災 害 等 の 認 定 状 況 （ 平 成 22 年 度 ）  

公務災害 通勤災害 計  

5件  0件  5件  
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第８  職員の勤務条件に関する措置の要求の状況  

平 成 22 年 度 に お け る 公 平 委 員 会 へ の 措 置 要 求 の 状 況  

平成 21年度末 

の係属件数 

平成 22年度中の 

要求件数 

平成 22年度中の 

終結件数 

平成 23年度への 

繰越件数 

０件  ０件  ０件  ０件  

（ 注 ） 職 員 は 、 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 し 、 公 平 委 員 会 に 対 し て 、 市 の  

当 局 に よ り 適 当 な 措 置 が 執 ら れ る べ き こ と を 要 求 す る こ と が で き ま す 。  

 

 

第９  職員の不利益処分に関する不服申立ての状況  

平 成 22 年 度 に お け る 公 平 委 員 会 へ の 不 服 申 立 て の 状 況  

平成 21年度末 

の係属件数 

平成 22年度中の 

申立件数 

平成 22年度中の 

終結件数 

平成 23年度への 

繰越件数 

０件  １件  １件  ０件  

（ 注 ） 職 員 は 、 懲 戒 そ の 他 、 そ の 意 に 反 し て 不 利 益 な 処 分 を 受 け た 場 合 に 、 公 平 委 員  

会 に 対 し て 、 不 服 申 立 て を 行 う こ と が で き ま す 。  


